
ト
キ
の
森
づ
く
り
参
加
企
業
等 

ト
キ
の
す
む
佐
渡
の
森
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
を 

募
集
し
ま
す

　

森
は
、
私
た
ち
が
生
活
す
る
上
で
欠
か

せ
な
い
酸
素
を
生
み
、
土
を
つ
く
り
、
水

を
育
み
、
洪
水
を
防
ぐ
な
ど
、
様
々
な
公

益
的
機
能
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

ト
キ
の
す
む
佐
渡
の
森
と
し
て
未
来
に

引
継
ぐ
た
め
、
企
業
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
環

境
整
備
協
力
金
の
提
供
を
い
た
だ
き
、
森

林
整
備
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　

参
加
い
た
だ
け
る
企
業
等
に
は
、
市
か

ら
参
加
申
込
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

電
話
等
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ま
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
平
成
21
年
度
の
寄
付
金
の
活
用
実
績

　

新
穂
北
方
地
内
の
森
林
間
伐

（
作
業
面
積
10
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

※
間
伐
・
・
・
主
な
木
の
生
育
を
助
け
た
り
、

採
光
を
よ
く
し
た
り
す
る
た
め
に
、
適
当

な
間
隔
で
木
を
伐
採
す
る
こ
と
。

○
ト
キ
の
森
づ
く
り
参
加
企
業
（
敬
称
略
）

〈
市
内
〉

サ
ン
ア
ロ
ー
化
成
株
式
会
社

株
式
会
社
佐
渡
乳
業　
　
　

内
藤
電
誠
工
業
株
式
会
社

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ム
サ
シ
Ｆ
Ｃ
羽
茂
店

社
団
法
人　

佐
渡
観
光
協
会　
　
　
　
　

セ
ー
ブ
オ
ン
佐
渡
両
津
店
／
金
井
店
／
真

野
店
／
佐
和
田
店
／
畑
野
店
／
相
川
店
／

羽
茂
店
／
原
黒
店
／
中
興
店

〈
市
外
〉

株
式
会
社
マ
グ
マ

　
　
　

島
倉　

嘉
作
（
旧
真
野
町
出
身
）

昭
和
ゴ
ム
機
工（
株
）

　
　
　

川
村　

敏
夫
（
旧
畑
野
町
出
身
）

サ
ン
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
不
動
産（
株
）

　
　
　

堀
口　

智
顕
（
旧
小
木
町
出
身
）

　市税は、納税者の方が納期限までに自主的に納め

ていただくことになっていますが、納期限までに税

金が完納されない場合には、納期内に納められた方

との公平性を保つため、本来の税額に延滞金を加算

して納付いただくことになるほか、「滞納処分」を

行うことがあります。

滞納はルール違反です！！
市税は納期内に納めましょう

◇督促状を送付します。 
　督促状が発送された日から10日を過ぎても
納付されないときは、滞納処分を受けることに
なります。 

◇財産調査をします。 
　滞納処分の対象になる財産等の有無、あるい
は財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。
 調査先の主なものは、官公署・金融機関・勤
務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者
などです。

 
◇財産を差押・充当します。 
　財産調査で発見した財産に対する差し押えを
行います。
　差し押えの対象となる主なものは、土地・建
物などの不動産、動産、預貯金・給与・生命保
険などの債権、手形・小切手などの有価証券な
どです。
　差し押さえた預貯金・給与等を取り立て、滞
納となっている市税に充当します。また、不動
産や動産等は、公売を行い売却した代金を市税
に充当します。 

市税を納期限までに納めないと・・・ 
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